
森林保全課の取り組み

森林管理業務（森林管理係）

森林管理係では、伐採の届出や許可とその指導を行い、森林の適正な保全管理を図っていま

す。 

１．保安林制度 

保安林は、水源かん養、災害防備、生活環境の保全・形成等の公益目的を達成するため、特に

これらの機能を高度に発揮させる必要のある森林を、森林法に基づき指定した区域です。 

国や岐阜県では、特に重要な役割を果たす森林を保安林に指定し、伐採や開発の制限を通し

て、森林の多面的機能が高度に発揮されるよう、指導等を行っています。 

◆林内に設置された保安林標識（左・右写真） 

森林の適正な保全管理

２．林地開発許可制度

無秩序な林地の開発が行われ、森林の多面的な機能が失われることによる自然災害の発

生を防ぐため、森林法に「林地開発許可制度」が定められています。１ヘクタールを超え

る森林を開発しようとする際には、森林法に基づく許可を受ける必要がありますので、森

林管理係までお問い合わせ下さい。



治山施設等整備業務（治山係）

災害に強い森林づくり

治山係では、山地災害の未然防止、復旧を行う治山施設の整備と、健全な森林の育成を行い、

安全で安心な生活環境を守っています。

○荒廃した渓流に治山ダム（谷止工）を施工し、渓床の安定と山脚の固定及び土砂の流出防備

を図ります。

○崩壊した山腹に土留工、水路工、筋工、実播工、植栽工などを施工し、山腹の安定と早期緑

化を図ります。

治山係では、生活に身近な森林を活用して、森林と気軽に触れあえる癒しの場を「生活環境保

全林」として整備しています。 

荒廃した森林を改良し、花木や実のなる木を植えたり、歩道や利用施設を整備し、保健休養等

の場として利用していただく森林です。 

○「夜明けの森」（中津川市苗木） 

○「大正村明智の森」（恵那市明智町） 

○「乙女渓谷の森」（中津川市加子母） 

岐阜県「生活環境保全林」一覧（https://www.pref.gifu.lg.jp/page/6256.html） 

森林空間の利用の推進

施工前 施工後


